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船舶事故調査報告書 

 

令和２年３月４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年７月２５日 ００時５０分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市玄界
げんかい

島北方沖 

玄界島灯台から真方位３４６°８６０ｍ付近 

（概位 北緯３３°４２.０′ 東経１３０°１４.０′） 

事故の概要  プレジャーボートBrand
ブ ラ ン ド

-new
ニュー

 Day
デ イ

は、南東進中、岩場に乗り揚げ

た。 

Brand-new Day は、船長及び同乗者３人が負傷し、船首部船底外板

の破口等を生じた。 

事故調査の経過  令和元年７月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート Brand-new Day、５トン未満 

 ２３５－４０８４０福岡、株式会社ライトグリーン 

 ９.０５ｍ（Lr）×２.９１ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、３２３.６２kＷ（合計）、平成１１年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５７歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５９年８月２日 

  免許証交付日 平成３１年１月３０日 

         （令和６年１月２９日まで有効） 

同乗者Ａ 男性 ５０歳 

 死傷者等 重傷 ２人（船長及び同乗者Ａ）、軽傷 ２人（同乗者） 

 損傷 船首部船底外板に破口及び擦過傷、中央部船底外板に破口及び擦過

傷、機関室の各設備に濡損、両舷のプロペラ及び舵等に曲損、右舷機

プロペラシャフトの折損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風速 約２.０m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮高 １５２cm（西戸

埼）、水温 約２４℃ 

月出時刻：７月２４日２３時４２分ごろ 

月齢：２２.２ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者Ａ及び同乗者２人（以下
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「同乗者Ｂ」及び「同乗者Ｃ」という。）を乗せ、玄界島北西方沖で

釣りを終え、令和元年７月２５日００時３０分ごろ福岡県博多港第１

区の福岡船だまりの係留場所に向けて帰航を開始した。 

 本船は、船長が、フライングブリッジの右舷側の操縦席に腰を掛け

て操船に当たり、３海里（Ｍ）レンジとしたレーダー及びＧＰＳプロ

ッターを作動させ、船首を玄界島と福岡市志賀
し か

島との間に向けて約２

１.７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵によ

り南東進した。 

 同乗者３人は、同乗者Ａが船長の左隣の椅子に、同乗者Ｂが後部甲

板でフライングブリッジに登る梯子
は し ご

の船尾側に置いたクーラーボック

スに、また、同乗者Ｃが同甲板で操舵室の出入口付近に置いたパイプ

椅子にそれぞれ座っていた。 

 本船は、船長が、レーダーで船首方に反航するフェリーを認め、そ

の後、同フェリーが針路を本船の右舷方に変えたので、同フェリーか

らの航走波を受ける衝撃を軽減しようと約１７knに減速したが、同航

走波を乗り越えたときに衝撃を受け、衝撃でレーダー映像が真っ黒に

なって何も映らなくなった。 

船長は、右舷船首方に玄界島灯台の灯光が見えたので、玄界島と志

賀島との間に向けて続航していると思い、約２１.７knに戻し、レー

ダーを元の状態に戻そうと再起動等を試みた。 

船長は、レーダー映像の一部分が映り始めていたものの、操作して

もなかなか元の状態に戻すことができず、ＧＰＳプロッターの画面を

見ると船首方に何か表示されているのを認め、拡大表示して瀬がある

と分かり、左舵をとり、目視で右舷船首方３０ｍ付近に灯台の灯光で

照らされて黒い物が見えたので、更に左転した直後、００時５０分ご

ろ衝撃を受けた。 

 船長は、衝撃で右舷船首方に飛ばされて落水し、岩場の波打ち際に

いることに気付いた。 

 同乗者Ｂは、寝ていたところ、航走波を受けた衝撃で目覚めて、梯

子に掴
つか

まっている状態で乗揚げの衝撃を受け、同乗者Ｃは、うとうと

していたところ、乗揚げの衝撃で飛んできたクーラーボックスが胸に

当たって操舵室に倒れ込んだ。 

船長は、本船が左舷側に傾いて左舷機が停止し、右舷機のプロペラ

が岩場に当たっているのを認めたので、同乗者Ｃに指示して機関を停

止させた後、岩場から本船に戻り、同乗者Ｂ及び同乗者Ｃと共にフラ

イングブリッジで操縦席の左舷側の椅子に横になっていた同乗者Ａを

後部甲板に降ろし、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 船長及び同乗者３人は、来援した福岡市水上消防団玄界水上消防団

の船舶に救助された後、福岡市消防局の消防艇で博多港に運ばれ、救

急車で病院に搬送され、同乗者Ｂが右下腿
たい

筋挫傷、同乗者Ｃが第６肋
ろっ
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骨骨折及び左肺挫傷と診断され、船長が、下顎前歯部歯槽骨折、オト

ガイ部裂創及び下前歯歯割、同乗者Ａが、右鎖骨１本、肋骨９本骨

折、肺気腫及び頭部打撲を負った。 

 本船は、地元の漁業協同組合に所属する漁船に引き出され、福岡市

玄界漁港にえい
．．

航されて陸揚げされた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ 船尾部 参

照） 

 その他の事項  本船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約０.９ｍであった。 

船長は、航走波を受けた衝撃で、無意識に操縦ハンドルを右にとっ

たのではないかと本事故後に思った。 

船長は、ふだんからレーダーをよく使い、船位の確認もレーダーで

行っていたので、本事故当時、レーダーを元の状態に戻す操作に気を

取られていたが、ＧＰＳプロッターを見て船位を確認すればよかった

と本事故後に思った。 

船長は、平成３１年１月から週１回程度本船に乗船し、自らが操船

して玄界島周辺の釣り場を往復していたので、玄界島の北方沖に岩場

があることを知っていた。 

船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、玄界島北方沖を南東進中、航走波を受けた衝撃でレーダー

が映らなくなった際、船長が、レーダーを元の状態に戻す操作に気を

取られ、玄界島北方沖の岩場に向かう進路となったことに気付かない

まま航行を続けたことから、同岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、航走波を受けた際、無意識のうちに操縦ハンドルを右にと

ったことから、玄界島北方沖の岩場に向かう進路となった可能性があ

ると考えられるが、船長に記憶がなく、操舵の状況は明らかにするこ

とができなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、玄界島北方沖を南東進中、航走波を受け

た衝撃でレーダーが映らなくなった際、船長が、レーダーを元の状態

に戻す操作に気を取られ、玄界島北方沖の岩場に向かう進路となった

ことに気付かないまま航行を続けたため、同岩場に乗り揚げたものと

考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・レーダー等の機器を操作するときは、操作前に周囲の状況を確認

し、また、操作に時間を要する場合は、一旦停船するなどして船

位の確認を行うこと。 
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・他船の航走波が寄せて来た際は、減速するなどして船体への衝撃

を軽減する措置をとること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

事故発生場所 

（令和元年７月２５日 

 ００時５０分ごろ発生） 
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福岡県 

本船の係留場所 

 

 



- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 船尾部 

写真１ 本船 


